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２月４日実施　共通テスト利用入試（併用）　法学部

　本年度の出題は、2024年度に引き続き、その意図・方針に変わりはなく、説明文と設問をよく読
み、問いの意味を正しく理解したうえで、論理的で客観的な論述を要求するものである。

　説明文は、積極的な差別是正措置として割当制（クォータ）を用いることの意義と限界を論じた
ものだが、導入として、昨今、全国の理工系学部の一般入試で導入されつつある、いわゆる「女子
枠」に関する話題から入っていくので、受験生諸君にとっては、わが身に引き付けて考察すること
ができたのではないかと思われる。そのためか、何も書けていない答案はなかったが、逆に身近な
問題として感情移入してしまい、それに賛成であれ反対であれ、「自分の意見を述べること」に終
始し、設問の趣旨を踏まえずに解答する答案がみられた。小論文の試験においては、説明文を読ん
で論ずべき事柄、つまり、個人の主観的な体験や感想を超えて、公共的に議論するに値する問題は
何かを見つけ出さなければならない。それを思考の手掛かりとして、論述を展開することが要求さ
れている。

　小論文であっても、「論文」である以上、論文としての形式・体裁を整えていることは必要である。
論ずべき課題を設定し、説得的で分かりやすい論旨を展開し、自分の意見を導くことが要求される。
例えばその手法の一つとして、小見出しを活用し、論旨の展開を分かりやすく示すことが望ましい。
しかし、書いているうちに問題関心がずれてしまい、自ら設定した課題に答えていない答案がみら
れた。思いつくままに書き始めるのではなく、〔メモ用紙〕を利用し、論旨の展開や全体の構成を
考えてから、書き始めてほしい。なお、論文試験である以上、論文として完結していることが要求
されるので、論述が中途で終わっている解答は大きく減点する。

　次に設問ごとに評価のポイントを述べる。

問１　区別の合理性を、具体例を挙げて説明することが求められている。区別の例を挙げることが
できていない答案はなかったが、その合理性を説明できていないものや、逆に「不合理な区別（差
別）」なのではないかと思われる答案もあった。例えば「肉体労働は、男性の仕事だから、女性を
雇用しないことは合理的」というのはどうだろうか。「一般に男性の方が女性より体力があるから」
という理由で、雇用機会を男性に限定することには合理性があるとする答案があった。その是非は
別として「体力があるかないかは、個人ごとに評価すべきであり、男性・女性というカテゴリーに
基づいて判断することには合理性がない」と考えることもできる。自己の直観的判断からいったん
距離を置いて反省的に吟味することが必要だ。

問２　入試は実力で決めるべきという意見に対する「反論」が求められていることに、まず、留意
してほしい。自分の考えや利害とは異なり、ときに対立する観点に立脚して意見を形成し、論証を
展開する力は、法律家にとって不可欠の能力であり、法学部生が身に付けなければならない能力で
ある。
　さすがにこの点を没却する答案はなかったが、「自分は反対だ」という立場を前面に出して「反論」
している答案も散見された。「仮に自分は賛成だとしても」という姿勢をとり、客観的な観点から
議論することが望ましい。
　答案の多くが、説明文の中で展開されている議論を要約することで反論していた。「国語」の試
験なら、問題文の中に解答（少なくとも重要な部分）が含まれていて、それを探し出すことで「正
解」を見つけ出すことが定番の解法であるとしても、「小論文」の場合、問題文の中に「正解」は
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ない。説明文を「踏まえて」、そこからどう議論をふくらませ、展開して行くかが問われている。
したがって、「要約」型の解答は、間違いとまではいえないとしても、高く評価することはできない。
　本問では、入試において「実力」が問われるべきであるとしても、①その「実力」イコール「学
力」とする見方の是非、②何が「実力」であるかは、大学や社会がどんな能力・技能を期待してい
るかで変わり得ること、あるいは、③「実力」で評価するのが公平・公正であるとしても、入試と
いうスタートラインに立つ前の条件が、家庭環境・教育環境などによって不平等な場合に優遇的措
置が正当化され得ること、などが考えられる。

問３　ここでも、説明文の「要約」にとどまる答案が、とくにクオータ制を支持する立場からの答
案に散見された。説明文を「踏まえて」検討することと「要約」することとは別物であるというこ
とを繰り返し指摘しておく。説明文を「踏まえる」にあたって留意しておくべき点をコメントして
おく。
　第一に、説明文では理工系学部の入試と国会議員の選挙におけるジェンダー・クオータについて
論じているが、この二つのクオータ制は本質的に同じものであるのか否か。これを同じと考えるか
異なると考えるかで、女性国会議員のクオータ制を正当化するために使える根拠・理由が変わって
くるはずだ。
　第二に、説明文は、クオータ制を正当化する２つの議論を取り上げている。前者の議論は、「同じ」
能力をもった女性が、男性と比べて国会議員になり難いという点に実質的不平等（不正義）をみて、
その是正を求めるものであり、後者の議論は、女性は男性とは「異なる」アイデンティティをもっ
ているから、女性の利害関心を代表するためには女性議員が必要だとする。いずれの論拠を重視す
るかによって、議論の展開は大きく異なるはずだ（例えば、前者の議論に依拠するなら、女性枠は
過去の女性差別が是正されるまでの経過的措置とすべきかもしれない）。残念ながら、①２つの論
拠を共に支持するとしながらも、いずれか一方の論拠にだけ基づいて議論を展開している答案や、
②不正義の是正を理由としながら、女性議員が増えることで、女性の視点が反映され政策が変わる
ことを重視するなど、論理的な混乱に陥っている答案が見られた。
　他方で、クオータ制に反対する立場からの論証は、説明文に依拠だけでは説得的な議論を展開す
ることが難しいので、説明文に反論しつつ、自力で論証を組み立てようとする答案がみられた。そ
のこと自体はのぞましいことであり、評価されてよいが、主観的で感情的な議論が目立った。例え
ば「女性が議員に選ばれないのは能力がないから」「女性は感情的」といった議論をしている答案
があった。このような議論は、意見や価値観を異にする人々に対して説得的だろうか。法律家、し
たがって、これから法を学ぶ諸君には、公共の場での合意形成に向けて議論を整理し組み立てる能
力が期待されている、ということを指摘しておきたい。
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２月４日実施　共通テスト利用入試（併用）　経済学部

　今年度の小論文は、経済雑誌の記事を読んだ上で、それに関連する設問に対し、記事の内容や図
を適切に読み取り、論述形式で解答するものであった。論理的思考力やデータの正確な解釈力は、
経済学部の学びにおいて重要であり、本試験ではこれらの力が問われた。
　今回取り上げた記事は、日本と米国における国内の経済格差を歴史的視点から分析し、その変化
と要因を論じたものである。経済格差や政府の所得再分配政策は、高等学校の「公共」や「政治・
経済」の教科書で扱われる内容であり、日頃の学習が論述に反映されるテーマであったといえる。
　各設問に共通して、まず設問の趣旨を正確に理解することが重要である。問１では、U字型の状
況を説明するだけでなく、その原因を明確に論じることが求められた。しかし、一部の答案では原
因の記述が曖昧であった。問３では、政府による所得再分配政策について問われていたが、所得再
分配政策とは必ずしも言えない内容を論じた答案も見られた。
　また、時間的制約がある中でも、解答の推敲を重ねることが求められる。解答字数は200～400字
と限られているが、論理的かつ説得力のある議論を展開する必要がある。今年度より、解答用紙と
同じマス目が印刷された草稿用紙を準備した。草稿用紙を活用し、論旨の展開や構成を整理した上
で解答を記述することを推奨する。

　各設問のポイントと記述すべき点は以下の通りである。
（問１）まず、課題文の内容と図を正確に理解し、米国の上位１％の所得占有率がU字型であるこ
とを説明することが求められた。この点については、多くの受験生が正しく記述できていた。その
上で、この形状が形成される原因を明確に記述することが重要であった。格差の縮小局面と拡大局
面の原因を整理して論じることがポイントとなる。課題文に示された図は「世界不平等データベー
ス」に基づくものであり、これは経済学者トマ・ピケティらの研究成果である。トマ・ピケティに
よる『21世紀の資本』では、1980年代以降の上位１％の所得占有率の上昇要因として、労働所得の
増大と資本所得の増大が指摘されている。ただし、必ずしもこの知識を求めているわけではなく、
課題文の後半に即して、技能偏向的技術進歩（高スキル労働者に有利な形で進行する技術進歩）、
オートメーションの進展、グローバル化、富裕層に有利な税制改革などを指摘できれば十分である。
　以下は、解答例の１つである。
　米国の上位１％の所得占有率は、1900年代前半は高水準だったが、大恐慌や第二次世界大戦を経
て経済的混乱が続き、累進課税の強化や社会福祉制度の拡充により1970年代まで低下した。しかし、
1980年代以降は、規制緩和や所得税の最高税率の引き下げ、重役報酬の高騰による労働所得の増大、
富の集中による資本所得の増大などにより、再び上昇した。結果として、上位１％の所得占有率の
推移はU字型を描いており、現在も格差の拡大が続いている。

（問２）近年、ChatGPTをはじめとする生成AI（人工知能）が急速に普及し、その経済的影響が
注目されている。本問では、AIの発展が所得格差に与える影響について、受験生の考えを論述す
ることが求められた。教科書での学習に加えて、日頃からニュースなどに関心をもつことも重要で
ある。まず、AIが経済に与えるプラス面とマイナス面を整理し、それに基づいて論じることが望
ましい。本問では「あなたの考え」が問われており、AIが所得格差を拡大させると考えるか、逆
に縮小させると考えるかは自由である。ただし、その理由付けが説得的であるかが評価のポイント
となる。課題文の後半にはAIの役割に関する記述があり、解答作成の手掛かりとなったはずである。
　以下は、解答例の１つである。
　AIの活用は労働者の生産性を向上させ、新しい産業や雇用を創出するため、経済成長を促進す
る要因となる。しかし、その恩恵を受けるのは特定のスキルをもつ人々に限られる可能性が高い。
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1980年代以降の米国では、技術進歩やオートメーションの発展により中間層の仕事が代替され、所
得格差が拡大した。この傾向は、今後のAIの発展でも見られるだろう。特に、生成AIの進化により、
単純労働だけでなく、ホワイトカラーの職業も影響を受ける可能性がある。AIを活用できる労働
者の所得は上昇する一方、そうでない労働者の賃金低下や雇用削減が予想される。この格差を是正
するには、リスキリング支援やAI関連職への再教育などの政策が不可欠である。結果として、AI
の発展は格差拡大の要因となるが、適切な対策次第で影響を緩和できる。

（問３）本問では、政府の所得再分配政策について、自ら望ましいと考える政策を論述することが
求められた。所得再分配政策は、高等学校の教科書にも取り上げられており、基礎知識を活用でき
るかが問われた。政策の利点と欠点を整理し、具体的な政策を提示することで、より説得力のある
議論が展開できたはずである。また、課題文の内容や図を手がかりに、自分の意見を論じることも
有効であった。
　以下は、解答例の一つである。
　図１、図２から、日本の上位１％の所得占有率は近年も上昇傾向とは言えないが、上位10％の所
得占有率は1990年代以降上昇し、米国と同水準である。各国政府は累進課税や社会保障給付を活用
して所得再分配を行っているが、日本の社会保障支出は欧州の高福祉国家と比較すると低い。また、
教育や子育て支援の割合も低くなっている。日本は米国より再分配の規模が大きいため再分配後の
格差は小さいものの、北欧諸国と比べると再分配の規模が小さく、格差は大きい。競争がイノベー
ションを促進する側面はあるため、結果の不平等はある程度まで許容されるべきだが、機会の平等
を確保することは不可欠である。格差が拡大すると低所得家庭の子どもは教育機会を十分に得られ
ず、世代間で格差が固定化する恐れがある。そのため、政府は教育予算を拡充し、低所得層向けの
奨学金の充実や公教育の無償化の範囲拡大を進めるべきである。機会の平等を確保することで、格
差の固定化を防ぎ、持続可能な経済成長につながる。
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